
共催 大阪府高等学校・中学校ゴルフ連盟

和歌山県高等学校・中学校ゴルフ連盟

　 協賛 太子カントリー倶楽部

◇とき　　 男子：令和４年１０月１７日（月）

女子：令和４年１０月２４日（月）

◇ところ　　太子カントリー倶楽部

　　　　　　　〒５８３－０９９４　大阪府南河内郡太子町葉室８００

　　　　　　　℡０７２１－９８－５８００

〈ローカルルール〉

1、 アウト･オブ･バウンズ（ＯＢ）の境界は白杭および白赤縞杭をもって標示する。

2、 修理地は青杭を立て、白線をもってその限界を標示する。

3、 全てのホールにおいて、第１打がＯＢまたは紛失球の場合、特設ティ（ティアップ可能）からプレーイング４でプレーすることができる。 

4、 レッドペナルティーエリアは赤杭または赤線をもって標示する。

また、球がレッドペナルティーエリアに入った場合は、特設箇所より打数に１打付加してプレーすることができる。

5、 排水溝および給排施設は動かせない障害物とする。

6、 電磁誘導カート用の２本の軌道は、全幅をもってカート道路とみなし、その道路上にボールがある場合は救済を受けなければならない。

7、 防球ネットからの救済を受ける場合は、その障害物の上を越えたり中や下を通すことなく、ニアレストポイントを決定しなければならない。

このローカルルールの違反の罰は２打。

8、 どのホールであっても、競技者がスコアカードを提出する前には罰を受けていたことを知らずに１打または複数の罰打を含めなかったために

真実より少ないスコアを提出していた場合、その競技者は競技失格とはならない。

このような状況では、その競技者は該当する規則に規定されている罰を受けるが、

規則3.3b例外－【知らなかった罰を含めなかった場合】に違反したことに対する追加の罰はない。

該当する罰が競技失格である場合にはこの例外に適用しない。

9、 ティマークは男子：白色コンペティ、女子：赤色コンペティとする。

10、 ショートホールで２組以上の待ちがでた場合は、グリーンにのった後、マークをして後続に打たせること。

〈競技の条件〉

１、ゴルフ規則　

日本ゴルフ協会ゴルフ規則及びこの競技のローカルルールを適用する。

２、競技委員会の裁定　

競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。

３、 プレーの条件

各部門とも１８ホール・ストロークプレーとする。

※委員会は、コースの状態が適正なるプレー不可能と判断した時はプレーの条件を定めてあるホール数を短縮することができる。

４、 特定の用具の使用制限 

a.『適合ドライバーヘッドリスト・ローカルルールひな型G‐1』を適用する。 

b.『溝とパンチマークの仕様・ローカルルールひな型G‐2』を適用する。 

c.『適合球リスト・ローカルルールひな型G‐3』を適用する。 

d.『動力付き移動機器の使用禁止・ローカルルールひな型G－6』を適用する。

５、 測定器は２点間の距離測定するものであれば使用可能とする。

６、 ホールとホールの間での練習禁止

兼、令和4年度　全国中学校ゴルフ選手権春季大会大阪府・和歌山県予選会

兼、令和4年度　全国高等学校ゴルフ選手権春季大会大阪府・和歌山県予選会

令和４年度　大阪府・和歌山県中学校ゴルフ選手権秋季大会

令和４年度　大阪府・和歌山県高等学校ゴルフ選手権秋季大会

《ローカルルール・競技の条件・注意事項》
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７、 プレーの中断と再開

（１）プレーの中断（落雷等の危険を伴わない気象状況）についてはゴルフ規則5.7bに従って処置すること。

（２）険悪な気象状況にあるため、委員会の決定によりプレーが中断となった場合、同じ組の競技者全員がホールとホールの間にいたときは、

各競技者は委員会よりプレー再開の指示が出るまでプレーを再開してはならない。

1ホールのプレーの途中であったときは、各競技者はすぐにプレーを中断しなければならず、

そのあと、委員会よりプレー再開の指示が出るまでプレーを再開してはならない。

競技者がすぐにプレーを中断しなかったときは、ゴルフ規則5.7b－例外に決められているような、

罰を免除する正当な事情がなければ、その競技者は競技失格とする。この条件の違反の罰は競技失格（ゴルフ規則5.7b）

（３）プレーの中断と再開の合図について

通常のプレー中断：１回の長いサイレンを鳴らして通報する。

プレーの再開：メロディー音を鳴らして通報する。

８、 移動

競技者は正規のラウンド中、委員会が別途認めた場合を除き、いかなる移動用の機器にも乗ってはならない。

この条件の違反の罰は『ローカルルールひな型G-6』を適用する。

９、 キャディ

正規のラウンド中の、競技者のキャディ使用を禁止する。

10、 競技終了時点

本競技は、競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了したものとみなす。

〈注意事項〉

1、 競技の条件およびローカルルールに追加・変更のあるときは、クラブハウス所定の位置に掲示する。 

2、 スタート時刻30分前には大会受付とコースフロント受付を済ませ、スタート時刻10分前には必ずティーイングエリア周辺で待機すること。 

※交通渋滞が予想されるので十分注意すること。

3、 プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。

4、 隣接するホールに球が行きそうな場合は、大きな声で注意を促すこと。

5、 ９ホール終了後、後半のスタート時間を確認し昼食を必ずとること。１８ホール終了後に昼食をとることはできない。

6、 ラウンド中、競技の条件、ゴルフ規則プレーヤーズ版（2019年１月施行）、目土袋とスコップ、グリーンフォークは必ず携帯し、

ショット後のターフ・グリーン上のピッチマーク、バンカーの補修を励行すること。

7、 プレーヤーとマーカーはホール毎にスコアの確認し、所定のスコアカードに記入すること。

8、 第１位がタイの場合は、サドンデス方式にてプレーオフを行う。

以下の順位はINのマッチングスコアカード方式、なおかつタイが生じた場合はカウントバックにて決定する。

9、 ラウンド中、競技者は部外者を近づけないように十分注意すること。これを怠ると規則10.2aにより罰せられる場合がある。

10、 打球練習は打席数の関係から、ワンコイン(300円・25球)分のみとする。使用を希望する場合はマスター室で申し込むこと。

アプローチ練習場は使用できない。

11、 競技中の服装は日本高等学校・中学校ゴルフ連盟ユニフォーム規定、ユニフォーム規定等に関する確認事項

（https://nihon-kougoren.jp/img/renmei/uniform2019.pdf ）を守ること。 

12、 茶髪等の染髪、ピアス等のアクセサリーは禁止する。

13、 スマートフォン等の電子機器のコース内持ち込みは禁止する。

14、 組み合わせは大阪府高等学校・中学校ゴルフ連盟のHP（http://www.osaka-kogoren.com/）で確認すること。

15、 ペットボトル・空き缶・その他のゴミ類はコース内のゴミ箱に捨てず、各自で持ち帰ること。

16、 公式指定練習の日は１球プレーを厳守すること。（練習球を打つなど違反した場合は即時中止します）

〈保護者・ギャラリーの皆様へ〉

　◎スタートホールと最終ホールのみ観戦可能です。

　◎応援・観戦等で来場される場合は、ゴルフ場にふさわしい服装でお越し下さい。

　◎携帯電話の使用は、駐車場でお願いします。

以上、大会委員長
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